
 
 

第７章 土地利用 
 

１ 国土利用計画 

 

（１）概要 

国土利用計画は、全国計画、都道府県計画及び市町村計画からなり、それぞれ計画に

おいて、国土の利用に関する基本構想、国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

及びその地域別の概要等について定める。 

① 全国計画は、国土形成計画（全国計画）と一体的に策定することとされており、都

道府県知事と国土審議会の意見を聴いて、国土交通大臣が案を作成し、閣議の決定を

経て定める。 

② 都道府県計画は、全国計画を基本に、市町村長と都道府県の審議会の意見を聴いて、

知事が定めることができる。 

③ 市町村計画は、都道府県計画を基本に、住民の意向を十分反映させたうえで、市町

村長が定めることができる。 

 

 ○ 国土利用計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土利用の基本理念 

全国計画 

(国土利用計画法第5条) 

市町村計画 
(国土利用計画法第８条) 

基本とする 

土地利用基本計画(都道府県) 
(国土利用計画法第９条) 

                
都道府県レベルの土地利用の調
整と大枠の方向づけ 
( 1)計画図（５万分の１） 
 ・都市地域 
 ・農業地域 
 ・森林地域 
 ・自然公園地域 
 ・自然保全地域 
( 2)計画書 
 土地利用の調整等に関する事
項 

基本とする 

都道府県計画 
(国土利用計画法第７条) 

国土利用計画 

国の各種計画 
基本とする 

基本とする 

土地利用に関する 

個別規制法による措置 
・都市計画法 

 ・農業振興地域の整備に関す
る法律 

 ・森林法 
 ・自然公園法 
 ・自然環境保全法 等 
 
・土地利用に関する計画 
・開発行為等の規制 

都市計画、農業振興地域整備計画、森林計画等 

即して適正かつ合理的な

土地利用を図る 

適
合
す
る 

国土の利用に関して 

基本とする 

調和が保たれる 

即する 
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国土利用計画に定める事項は次のとおりである。 

（1）国土の利用に関する基本構想（国土の総合的・計画的な利用の基本方針） 

（2）国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別概要 

（3）（2）を達成するために必要な措置の概要 

○ 山形県国土利用計画の策定状況 

第一次山形県国土利用計画：昭和52年３月県議会議決、目標年次：昭和60年 

第二次山形県国土利用計画：昭和61年３月県議会議決、目標年次：昭和70年 

第三次山形県国土利用計画：平成８年３月県議会議決、目標年次：平成17年 

   第四次山形県国土利用計画：平成22年３月県議会議決、目標年次：平成31年 

※ 第五次については、「３ 山形県国土利用計画（第五次）・土地利用基本計画について」参照 

 

２ 土地利用基本計画 

 

土地利用基本計画は、国土利用計画法第９条に基づき、国土利用計画（全国計画及び県

計画）を基本として定めているもので、県土について、①都市地域、②農業地域、③森林

地域、④自然公園地域、⑤自然保全地域の５地域（下図参照）を具体的に図面（1/50,000）

上に表示した『計画図』と、５地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指

導方針等を記載した『計画書』とで構成されている。 

この計画は、土地取引規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置を実施するにあた

っての基本となる計画である。この計画の策定及び変更を行う場合は、あらかじめ総合政

策審議会土地利用部会や市町村長、国土交通大臣の意見を聴くこととされている。これま

で、社会情勢を取り巻く変化等に対応して、ほぼ毎年変更を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）山形県土地利用基本計画の地域別状況 

 

（注） 

・令和７年３月現在の面積である。 
 

・５地域間には重複がある。 
 

・割合は県土面積に対するものである。 

 

  

 

 

地域区分 面積（ha） 割合（%） 

  都市地域 126,662  13.6 
 農業地域 337,314  36.2 
 森林地域 669,218  71.8 
 自然公園地域 153,520  16.5 
 自然保全地域 4,892  0.5 

５地域計 1,291,606  138.5 

白地地域 5,940 0.6 

県土面積 932,315 100 

土 
地 
利 
用 
基 
本 
計 
画 

都市地域 

農業地域 

森林地域 

自然公園地域 

自然保全地域 

 都市計画区域（都市計画法） 

 農業振興地域（農業振興地域の整備に関する法律） 

 国有林及び地域森林計画対象民有林（森林法） 

 国立・国定公園及び県立自然公園（自然公園法） 

 県自然環境保全地域（自然環境保全法） 
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３ 山形県国土利用計画（第五次）・土地利用基本計画について  

 

県国土利用計画（第五次）は、国土利用計画（全国・第五次）を基本とし、第４次山形

県総合発展計画を踏まえ策定（令和３年３月）しているが、県土地利用基本計画が県国土

利用計画を基本とすることから、両計画を統合し、一体的に策定した。国土利用計画とし

ての機能を果たす部分と土地利用基本計画の機能を果たす部分で構成している。 

計画期間は、令和２年度から概ね10年間（基準年次 平成30年、目標年次 令和11年）で

ある。 

 

４ 地価調査・地価公示 

 

（１）地価に関する調査の種類 

① 地価調査 国土利用計画法施行令に基づき、各都道府県が、毎年７月１日現在にお

ける調査地点の正常価格を９月に公表するもの。令和６年度地価調査の

県内の調査地点は、県内全域を対象として260地点。 

② 地価公示 地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年１月１日現在

における調査地点の正常価格を３月に公表するもの。令和７年地価公示

の県内の調査地点は、都市計画区域のある県内30市町の195地点。 

 

（２）最近の地価の動向 

① 令和６年度地価調査（令和６年７月１日現在） 

（ⅰ）住宅地及び商業地の地価は、前年度と比較して、住宅地が0.2％の下落、商業地

が0.2％の下落となり、下落率は住宅地で横ばい、商業地で縮小した。 

（ⅱ）住宅地の46地点、商業地の21地点、工業地の12地点で、地価が上昇した。 

② 令和７年地価公示（令和７年１月１日現在） 

  （ⅰ）住宅地の地価は、前年と比較して0.3％と、前年に続き４年連続で上昇した。 

（ⅱ）商業地の地価は、前年と比較して0.1％と、32年ぶりに上昇に転じた。 

（ⅲ）住宅地の58地点、商業地の26地点、工業地の７地点で地価が上昇した。 

 

５ 土地取引に関する届出制度 

 

（１）国土利用計画法の土地取引規制制度 

   国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合

理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けている。一定面積以

上の規模の土地について土地の取引をしたときは、当事者のうち権利取得者は、契約締

結後２週間以内に、知事に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならないことに

なっている。 
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（２）近年の土地取引件数と国土利用計画法に基づく届出の状況 

 山形県内の土地取引 国土利用計画法に基づく届出 

 件数（件） 面積（ha） 件数（件） 面積（ha） 

令和２年 11,162 1,875.2 136 834.3 

令和３年 11,172 1,934.8 211 1,587.0 

令和４年 10,834 2,154.8 165 772.3 

令和５年 10,291 2,145.3 232 654.9 

令和６年 10,692 1,917.6 224 729.0 

   資料：国土交通省「土地取引規制基礎調査概況調査」 

 

６ 景観・地域づくりの取組み 

 

美しくうるおいのある景観づくりをすすめるため、平成７年度に「山形県県土景観ガイド

プラン」を策定し、県土景観形成の推進に関する事項をまとめた。 

平成 19 年度には、良好な景観の将来の世代への継承並びに心豊かな県民生活及び多様な

交流による活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とした山形県景観条例を定め、県

土の景観づくりを進めている。 

 

＜景観形成施策の５つの柱＞ 

（ⅰ）地域づくり・まちづくり 市町村と連携した景観回廊モデル事業等の実施 

（ⅱ）普及・啓発 景観行政セミナー等の開催、景観アドバイザーの

派遣 

（ⅲ）屋外広告物 屋外広告物条例との連携 

（ⅳ）規制・誘導 景観法に基づく届出制度の実施 

（ⅴ）公共事業 公共事業景観形成基準に基づく県事業の実施 

 

（１） 景観を活かした地域づくりの推進 

① やまがたの誇れる景観の魅力発信 

 車で容易にアクセスでき、県内の優れた景観をその歴史や文化等とあわせて体感でき

る視点場「やまがた景観物語おすすめビューポイント」について、国内外に情報を発信

し、交流の拡大と地域の振興を図る。 

□ ビューポイントを対象とした写真・動画コンテスト 

□ ビューポイントのガイドブック制作・出版及び景観魅力発信コンテンツの拡充 

□ 小・中学生を対象とした景観出前授業 

□ 地域住民を対象とした景観探険まちあるきの開催 

□ 景観交流イベントの開催（令和６年度のみ） 

□ 景観ビューポイントサポーター感謝状贈呈 

② 景観行政セミナーの開催 

 市町村の景観計画策定を促進するため、国土交通省と連携してセミナーを開催する。 

③ 景観法に基づく届出制度の運用 

  届出制度を運用し、良好な景観の保全・形成を図るための規制・誘導を行う。 
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④ 公共事業による良好な景観の形成 

 良好な景観形成を図るため、県が実施する公共事業については、「公共事業景観形成基

準」の遵守を求め、良好な景観の形成に努める。 

⑤ 景観形成審議会の運営 

【景観法に基づく届出等の件数】 

 

 

（２） 屋外広告物対策 

屋外広告物法及び山形県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、

公衆への危害防止を図る。 

① 違反広告物への対応 

 継続して違反広告の是正を行うとともに、未許可広告物について重点的に是正に努め

る。 

② 安全管理や規制内容の普及啓発 

 屋外広告物の安全管理の徹底や規制内容について、県民や業界団体と協働で周知に取

り組む。 

③ 屋外広告業登録制度の運用 

 優良業者の育成による良好な景観形成を図るための登録制度を運用する。 

④ 市町村との連携 

 中核市に移行した山形市や権限移譲している酒田市と屋外広告物に関する課題に連携

して取り組む。 

 

【屋外広告物許可件数】（総合支庁のみ） 

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

件数 1,197 1,369 1,016 1,144 1,181 894 

 

（３）地域づくりの推進 

○ 景観回廊モデル地区への支援 

 良好な景観、風景を活かした地域づくり・まちづくりを進める以下のモデル地区の取

組みを支援する。 

□ 置賜景観回廊（長井市、南陽市、川西町、白鷹町） 

□ 庄内景観回廊（鶴岡市 加茂・大山・鶴岡・羽黒） 

 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

届出件数 107 86 59 82 67 85 64 

 

 

 

 

 

内 

 

訳 

建築物 46 24 26 26 31 28 21 

工作物 40 40 15 15 26 33 22 

開発行為 16 19 14 20 19 19 11 

その他 5 3 4 6 6 5 10 

国の機関又は 

地方公共団体からの 

通知 

24 39 19 13 12 19 
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